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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　喫煙物品を生成する方法であって、
　第１のフィルタ部材と、第２のフィルタセグメントと、管状部材との連続アレイを与え
る段階であって、管状部材が、連続する第１のフィルタ部材の各対の間に与えられ、前記
管状部材は、複数の螺旋状に巻き付けた紙層から形成され、隣接する紙層は、接着剤の中
間層によって互いに接着されており、第２のフィルタセグメントが、各第１のフィルタ部
材と各管状部材の間に与えられ、各第２のフィルタセグメントが、１つ又はそれよりも多
くの破壊可能なカプセルを含有し、各破壊可能なカプセルが、外側シェルと添加剤を含有
する内側コアとを含む、前記連続アレイを与える段階と、
　第１のフィルタ部材と、第２のフィルタセグメントと、管状部材との前記連続アレイを
平方メートル当たり９０グラム未満の坪量を有するプラグラップの連続シートで包んで包
装フィルタアレイを形成する段階と、
　前記包装フィルタアレイを各第１のフィルタ部材に沿った中間位置で切断し、２つの第
１のフィルタセグメントと、該第１のフィルタセグメント間に位置する管状部材と、各第
１のフィルタセグメント及び該管状部材間に与えられた第２のフィルタセグメントとを各
々が含む複数のフィルタロッドを与える段階と、
　フィルタロッドの各第１のフィルタセグメントと軸線方向に位置合わせしてかつそれに
隣接してタバコロッドを与える段階と、
　前記フィルタロッド及び各タバコロッドの一部分を先端包装紙に包む段階と、
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　前記先端包装紙及び前記フィルタロッドを前記管状部材の長さに沿った中間位置で切断
し、フィルタに接続されたタバコロッドを各々が含む複数の喫煙物品を形成する段階であ
って、各フィルタが、該タバコロッドの下流の第１のフィルタセグメントと、該第１のフ
ィルタセグメントの下流の第２のフィルタセグメントと、該第２のフィルタセグメント及
び該フィルタの唇側端部間に位置する中空管セグメントとを含み、該中空管セグメントが
、該フィルタの該唇側端部に空洞を形成する、前記喫煙物品を形成する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　各第２のフィルタセグメントを取り囲むセグメントプラグラップを与える段階を更に含
み、
　各セグメントプラグラップが、前記１つ又はそれよりも多くの破壊可能なカプセルの前
記内側コア内の前記添加物に対して実質的に不透過性である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　各管状部材の壁が、１５０マイクロメートルと５００マイクロメートルの間の厚みを有
することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　各管状部材が、少なくとも４ｍｍの長さを有することを特徴とする請求項１から請求項
３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　各管状部材が、その内面上にコーティング層を含むことを特徴とする請求項１から請求
項４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の方法によって生成された喫煙物品であっ
て、
　フィルタの５０％変形後の管セグメントの楕円率と該フィルタの変形前の該管セグメン
トの楕円率の間の差が２５％未満である、
　ことを特徴とする喫煙物品。
【請求項７】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の方法によって生成された喫煙物品であっ
て、
　フィルタの５０％変形後の中空管セグメントの楕円率が２５％未満である、
　ことを特徴とする喫煙物品。
【請求項８】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の方法によって生成された喫煙物品であっ
て、
　中空管セグメントの圧縮強度が、５０％圧縮時に少なくとも２０ニュートンである、
　ことを特徴とする喫煙物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中空管セグメントによって形成された唇側端部空洞を各々が有する喫煙物品
を形成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フィルタシガレットは、典型的には、包装紙によって取り囲まれたタバコカットフィル
タの円筒形ロッドと、包装タバコロッドと端部突合せ関係で軸線方向に位置合わせされた
円筒形フィルタとを含む。円筒形フィルタは、典型的には、紙プラグラップによって囲ま
れたフィルタ材料を含む。従来から包装タバコロッド及びフィルタは、通常はフィルタの
全長及び包装タバコロッドの隣接部分を取り囲む不透明紙材料から形成される先端包装紙
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の帯によって接合される。
【０００３】
　従来技術では、タバコが燃焼するのではなく加熱されるいくつかの喫煙物品も提案され
ている。加熱式喫煙物品では、タバコのような香味発生基材を加熱することによってエア
ロゾルが発生する。公知の加熱式喫煙物品は、例えば、電気加熱式喫煙物品と、可燃性燃
料要素又は熱源から物理的に離れたエアロゾル形成材料への熱の伝達によってエアロゾル
を発生する喫煙物品とを含む。喫煙中に、燃料要素からの熱伝達によってエアロゾル形成
基材から揮発性化合物が放出され、喫煙物品を通って吸い込まれた空気に取り込まれる。
放出された化合物は、冷えると凝縮して、消費者が吸入するエアロゾルを形成する。ニコ
チン含有エアロゾルが、タバコ材料、タバコ抽出物、又は他のニコチン源から燃焼又は加
熱なしで発生する喫煙物品も公知である。
【０００４】
　時には唇側端部に空洞を有する喫煙物品のフィルタ区画を提供することが望ましい。し
かし、そのような唇側端部空洞は、特に、フィルタ材料が喫煙の前にフィルタを押し潰す
ことによって活性化する必要がある１つ又はそれよりも多くの香味含有材料を含む時に、
喫煙物品の製造中及びその後の消費者による取扱い中に圧壊するか又は変形し易い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、喫煙物品の製造中及びその後の取扱い中の変形及び圧壊に抵抗する唇側端部空
洞を有する喫煙物品を形成するための工程を提供することが望ましいと考えられる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　従って、本発明は、喫煙物品を生成する方法を提供し、本方法は、第１のフィルタ部材
と、第２のフィルタセグメントと、管状部材との連続アレイを与える第１の段階を含む。
管状部材は、連続する第１のフィルタ部材の各対の間に与えられ、第２のフィルタセグメ
ントは、各第１のフィルタ部材と各管状部材の間に与えられる。各第２のフィルタセグメ
ントは、１つ又はそれよりも多くの壊れ易い（破壊可能な）カプセルを含有し、各壊れ易
いカプセルは、外側シェルと添加剤を含有する内側コアとを含む。次に、包装フィルタア
レイを形成するために、第１のフィルタ部材、第２のフィルタセグメント、及び管状部材
の連続アレイをプラグラップの連続シートで包み、プラグラップは、坪量が平方メートル
当たり９０グラム未満である。複数のフィルタロッドを提供するために、包装フィルタア
レイを各第１のフィルタ部材に沿った中間位置で切断し、各フィルタロッドは、２つの第
１のフィルタセグメントと、第１のフィルタセグメント間に位置する管状部材と、各第１
のフィルタセグメンと管状部材の間に与えられた第２のフィルタセグメントとを含む。次
に、フィルタロッドのうちの１つの各第１のフィルタセグメントと軸線方向に位置合わせ
されてかつ隣接してタバコロッドを供給し、フィルタロッド及び各タバコロッドの一部分
を先端包装紙内に包む。最後に、各喫煙物品がフィルタに接続されたタバコロッドを含む
複数の喫煙物品を形成するために、先端包装紙及びフィルタロッドを管状部材の長さに沿
った中間位置で切断し、各フィルタは、タバコロッドの下流の第１のフィルタセグメント
と、第１のフィルタセグメントの下流の第２のフィルタセグメントと、第２のフィルタセ
グメントとフィルタの唇側端部の間に位置する中空管セグメントとを含む。中空管セグメ
ントは、フィルタの唇側端部に空洞を形成する。
【０００７】
　中空管セグメントは、隣接フィルタセグメントの下流端からフィルタの唇側末端縁に延
びることが好ましい。
【０００８】
　本明細書に使用する時に、「上流」及び「下流」という用語は、ユーザが喫煙物品をそ
の使用時に吸い込む方向に関して喫煙物品の要素又は要素の各部分の相対的な位置を説明
するのに使用する。本明細書に説明する喫煙物品は、下流端及び反対側の上流端を含む。
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使用時に、ユーザは、喫煙物品の下流端を吸い込む。唇側端部としても説明される下流端
は、遠位端としても説明される上流端の下流である。
【０００９】
　フィルタロッド内の管状部材を利用することにより、本発明による方法は、製造中に圧
壊又は変形に抵抗する唇側端部空洞を各々が有する喫煙物品を生成する利点がある。特に
、管状部材は、各フィルタロッドを形成するための包装フィルタアレイの切断中に、及び
喫煙物品を形成するための管状部材の切断中に変形に抵抗する十分な機械的剛性を提供す
る。管状部材を用いて変形に対するそのような抵抗を提供することにより、本発明は、管
状部材を用いなければ空洞の圧壊を防止するのに必要になる堅くかつ高い坪量のプラグラ
ップ及び先端包装紙の使用を不要にする。そのような高い坪量のプラグラップ及び先端包
装紙は、フィルタロッド及び喫煙物品の製造中にしわになるか又は折り曲がる可能性があ
るので望ましくない。高い坪量のプラグラップ及び先端包装紙は、オンラインレーザ穿孔
通気の必要性のような他の費用がかかる段階を製造工程に追加する可能性もある。更に、
高い坪量のプラグラップ及び先端包装紙により、消費者がフィルタに含有された１つ又は
それよりも多くのカプセルを壊すためにフィルタを変形させることが困難になる可能性が
ある。そのような高い坪量のプラグラップ及び先端包装紙の必要性を排除し、かつ中空管
セグメントを使用して唇側端部空洞を形成することにより、本発明によって生成される喫
煙物品は、消費者が、フィルタに含有された１つ又はそれよりも多くのカプセルを壊すた
めに第２のフィルタセグメントにおいてフィルタを容易に変形させることを可能にし、そ
の一方、唇側端部空洞は、変形又は圧壊に対して確実に十分に抵抗する。
【００１０】
　使用するプラグラップの連続シートは、坪量が約９０ｇｓｍ未満であり、好ましくは約
６０ｇｓｍ未満であり、最も好ましくは約４０ｇｓｍ未満である。プラグラップは、坪量
が約２０ｇｓｍよりも大きいことが好ましい。
【００１１】
　一部の実施形態において、各喫煙物品にフィルタ部材の更に別のセグメントを含めるこ
とが望ましい場合がある。有利な態様において、本発明による方法は、各第１のフィルタ
部材と各管状部材の間に必要数の追加フィルタセグメントを挿入することにより、そのよ
うな複数セグメントフィルタロッドを受け入れるように容易に適応させることができる。
包装フィルタアレイを形成するのに使用する異なるフィルタセグメントの数にかかわらず
、各管状部材の各端部に隣接する複数のフィルタセグメントは同じであることが好ましく
、すなわち、それらは組成が同じであることが好ましい。
【００１２】
　各フィルタセグメント内のフィルタ材料は、セルロースアセテートトウ又は紙のような
繊維性フィルタ材料のプラグであることが好ましい。繊維性フィルタ材料にフィルタ可塑
剤を従来の方式で付加することができ、付加は、フィルタ材料にいずれかの追加材料を追
加する前に可塑剤を別々の繊維に噴霧することによって行う。本発明によって製造される
喫煙物品は、吸引抵抗（ＲＴＤ）を調節するのに使用する制限器及びセグメントを含む当
業者に公知である様々な異なるタイプのフィルタセグメント又はフィルタセグメントの組
合せを含むことができる。これに代えて又はこれに加えて、本発明によって製造される喫
煙物品は、炭素を含有する１つ又はそれよりも多くのセグメント、好ましくは、炭素を含
有するロッド端部セグメントを含むことができる。
【００１３】
　一部の場合に、通常は消費者が喫煙物品を喫煙する直前に手動放出によりオンデマンド
で香味料又は他の添加物を放出するための手段をフィルタに備えることが望ましいと考え
られる。従って、本方法は、フィルタのフィルタセグメント内に香味料含有材料を供給す
る段階を更に含むことができる。香味料含有材料は、第１のフィルタセグメントに追加す
ることができる。これに加えて又はこれに代えて、香味料含有材料は、第２のフィルタセ
グメントに追加することができる。
【００１４】
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　一部の実施形態において、香味料含有材料は、第２のフィルタセグメント内に含有され
た１つ又はそれよりも多くの壊れ易いカプセルを含むことができる。第２のフィルタセグ
メントは、繊維性フィルタ材料内に分散された１つ又はそれよりも多くの壊れ易いカプセ
ルを含むことが好ましい。
【００１５】
　香味料含有材料を含む実施形態において、香味料含有材料を組み込むフィルタセグメン
トは、実質的に香味剤添加物を透過しないプラグラップによって取り囲むことが好ましい
。こうすれば、添加物がプラグラップを通ってフィルタの外側へ移動せず、フィルタが喫
煙物品内に組み込まれる時に添加物が消費者の指と接触する不具合が抑制される利点があ
る。
【００１６】
　フィルタロッド及び喫煙物品の製造中における各管状部材の変形に対する抵抗を更に改
善するために、各管状部材の壁は、厚みが少なくとも約１００マイクロメートルであるこ
とが好ましく、少なくとも約１５０マイクロメートルであることがより好ましい。これに
代えて又はこれに加えて、壁厚みは約５００マイクロメートル未満であることが好ましく
、約３５０マイクロメートル未満であることがより好ましく、約２５０マイクロメートル
未満であることが最も好ましい。
【００１７】
　各管状部材は、長さが少なくとも約４ｍｍであることが好ましい。こうすれば、適切な
大きさの唇側端部空洞が得られるのみならず、管状部材とプラグラップとが確実に十分に
重なり、管状部材を隣接フィルタセグメントと軸線方向に位置合わせした状態に保つ。こ
れに代えて又はこれに加えて、各管状部材は、長さが約３０ｍｍ未満であることが好まし
い。
【００１８】
　一部の実施形態において、各管状部材は、その内面上にコーティング層を含むことがで
きる。コーティング層があれば、喫煙物品の喫煙中に水分が管状部材内へ吸収されること
を抑制する助けになり、従って、唇側端部空洞の変形に対する抵抗を維持することができ
る。適切なコーティング材料は、以下に限定されるものではないが、ろう、ポリマー材料
、及びこれらの組合せである。特に適切なろうは、植物ろうであり、他の特に適切な材料
は、エチルセルロース及びニトロセルロースである。
【００１９】
　一部の実施形態において、管状部材は、ポリマー材料又は紙材料から形成することがで
きる。例えば、管状部材は、押し出しプラスチック管から形成することができる。管状部
材は、複数の平行に巻き付けた紙層又は複数の螺旋状に巻き付けた紙層のような複数の重
なり合う紙層から形成することが好ましく、こうすれば、管状部材の変形又は圧壊に対す
る抵抗を更に増大することができる。各管状部材は、少なくとも２つの紙層を含むことが
好ましい。これに代えて又はこれに加えて、各管状部材は、１１個未満の紙層を含むこと
が好ましい。
【００２０】
　複数の巻き付け紙層から管状部材を形成するための例示的な方法は、複数の実質的に連
続する紙ストリップを円筒形マンドレルの周りに重なり合う方式で巻き付ける段階を含む
。マンドレル上に実質的に連続する管を形成するために、ストリップは、平行な方式又は
螺旋状の方式で巻き付けられる。形成された管は、例えば、ゴム製ベルトを使用してマン
ドレルの周りに回転させることができ、結果として紙層は、継続的に引き出されてマンド
レルの周りに巻き付けられる。次に、形成された管は、マンドレルの下流で切断して所要
の管状部材とすることができる。
【００２１】
　喫煙物品の喫煙中に水分が１つの紙層から隣の紙層へ移動することを抑制するために、
各管状部材の隣接する紙層は、接着剤の中間層によって互いに接着されることが好ましく
、接着によって層間での水分の移動に対する障壁がもたらされる。障壁は、上述の各管状
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部材の内面上に設けられたコーティングへの追加又はその代替とすることができる。その
ようなコーティングは、これに加えて又はこれに代えて、管状部材の隣接する層間に設け
ることができる。
【００２２】
　第１の切断段階は、包装フィルタアレイを各第１のフィルタ部材の長さに沿った中間位
置で切断して、各フィルタロッドが２つの第１のフィルタセグメント間に位置する単一管
状部材を含むようにする段階を含む。各フィルタロッドは、これを管状部材の長さに沿っ
た中間位置で切断することにより、２つの喫煙物品フィルタを生成するのに使用する。従
って、これらのフィルタロッドは、二重フィルタロッドとして公知である場合がある。
【００２３】
　二重フィルタロッドは、連続する第１のフィルタ部材を切断することにより、包装フィ
ルタアレイから直接形成することができる。これに代えて、切断段階は、包装フィルタア
レイを１つおきの第１のフィルタ部材の長さに沿った中間位置で切断して（すなわち、第
１のフィルタ部材を切断し、隣の第１のフィルタ部材を切断せず、続く第１のフィルタ部
材を切断し、隣の第１のフィルタ部材を切断しないなど）複数のフィルタロッドを形成す
る第１の段階を含むことができ、各フィルタロッドは、２つの第１のフィルタセグメント
の間に位置する２つの管状部材と、２つの管状部材間に位置する単一の第１のフィルタ部
材とを含む。そのようなフィルタロッドは、四重フィルタロッドとして公知である場合が
ある。喫煙物品を形成するために、四重フィルタロッドは、第１のフィルタ部材の長さに
沿った中間位置で切断されて２つの二重フィルタロッドを形成し、これら２つの二重フィ
ルタロッドを使用して４つの喫煙物品を形成する。
【００２４】
　上述の方法によって形成された喫煙物品では、フィルタが５０％変形した後の管セグメ
ントの楕円率と、フィルタが５０％変形する前の管セグメントの楕円率との差は、２５％
未満であり、好ましくは２０％未満である。例えば、変形前の管セグメントの楕円率が５
％である場合に、フィルタが５０％変形した後の管セグメントの楕円率は３０％未満であ
ることが好ましく、２５％未満であることがより好ましい。従って、管セグメントは、圧
壊又は変形に抵抗する唇側端部空洞を提供することができる。本発明によるフィルタの変
形を行う具体的な試験手順は以下で詳しく説明される。
【００２５】
　本明細書に使用する時に、「楕円率」という用語は、真円からの偏差の程度を意味する
。楕円率は、百分率で表され、数学的定義を以下に示す。

【００２６】
　喫煙物品のセグメント（中空管セグメントのような）の楕円率を決定するために、唇側
端部を喫煙物品の縦方向に沿って見る。例えば、喫煙物品は、唇側端部を透明な試料台上
に位置決めして、物品の唇側端部の画像が試料台の下方に位置する適切な撮像デバイスに
よって記録されるようにすることができる。寸法「ａ」は、セグメントの下流端における
最大外径になるように取り、寸法「ｂ」は、セグメントの下流端における最小外径になる
ように取る。設計が同じである合計１０個の喫煙物品について手順を繰返し、１０個の楕
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円率測定値の数平均を喫煙物品のその設計の楕円率として記録した。
【００２７】
　喫煙物品フィルタは断面がほぼ円形であるので、５０％変形した後での中空管セグメン
トの楕円率は、約２５％未満であることが好ましく、約２０％未満であることがより好ま
しい。この場合に、喫煙物品の唇側端部空洞は、フィルタが５０％変形した後でもほぼ円
形の断面を保持するか又は回復する。これに加えて又はこれに代えて、フィルタが６７％
変形した後での管セグメントの楕円率は、約３５％未満であることが好ましく、約３０％
未満であることがより好ましい。
【００２８】
　一部の実施形態において、喫煙物品が喫煙試験を受けた後に、フィルタが５０％変形し
た後での中空管セグメントの楕円率は、約３５％未満であることが好ましく、約３０％未
満であることがより好ましい。これに代えて又はこれに加えて、喫煙物品が喫煙試験を受
けた後に、フィルタが６７％変形した後での管セグメントの楕円率は、約４５％未満であ
ることが好ましく、約４０％未満であることがより好ましい。こうすれば、喫煙物品の喫
煙中に、唇側端部空洞の楕円率の一貫性を提供する利点がある。
【００２９】
　本発明によって喫煙物品を試験するのに使用する喫煙試験を以下で詳しく説明する。喫
煙の前後の両方で行われた変形試験の後で楕円率を測定することが必要な場合に、設計が
同じである２つの喫煙物品のサンプルを使用しなければならない。すなわち、喫煙前の変
形試験には非変形かつ未喫煙の喫煙物品を使用する必要があり、一方、設計が同じで非変
形の物品が、喫煙試験を受けかつ喫煙後の変形試験に使用される。
【００３０】
　中空管セグメントの粉砕に対する抵抗を増大させるために、フィルタは、未喫煙圧縮強
度が、５０％圧縮した状態で少なくとも約２０ニュートンであることが好ましい。これに
代えて又はこれに加えて、フィルタの未喫煙圧縮強度は、５０％圧縮した状態で約５０ニ
ュートン未満であることが好ましい。「圧縮強度」という用語は、喫煙物品のフィルタ区
画に特定の圧縮を生じさせるのに必要である力の尺度である。圧縮強度は、以下で詳しく
説明する圧縮強度試験を使用して測定され、圧縮強度試験では、与えられた喫煙物品設計
の圧縮強度は、設計が同じである１０個の喫煙物品のサンプルに関する圧縮強度測定値の
数平均である。
【００３１】
　喫煙物品が、上述の１つ又はそれよりも多くの壊れ易いカプセルを含むフィルタセグメ
ントを含む場合に、管セグメントの楕円率は、１つ又はそれよりも多くのカプセルの粉砕
強度に対応する力を喫煙物品に印加するカプセル粉砕試験の後に３５％未満であることが
好ましく、３０％未満であることが更に好ましい。カプセルの粉砕強度は、カプセルがフ
ィルタセグメント内に配置された時に、カプセルを壊して開けてカプセル内に含まれる添
加物を放出するのに必要な圧縮力に対応する。このカプセル粉砕試験は以下で詳しく説明
される。
【００３２】
　喫煙物品が喫煙試験を受けた後にカプセル粉砕試験を行う場合に、管セグメントの楕円
率は、カプセル粉砕試験の後に約４５％未満であることが好ましく、約４０％未満である
ことが更に好ましい。
【００３３】
　先端包装紙は、坪量が約７０ｇｓｍ未満、好ましくは、約５０ｇｓｍ未満の紙を含むこ
とができる。先端包装紙は、坪量が約２０ｇｓｍよりも大きいことが好ましい。
【００３４】
　本発明によって生成される喫煙物品は、フィルタシガレット、又はタバコ材料が燃焼し
て煙を形成する他の喫煙物品とすることができる。これに代えて、喫煙物品は、タバコ材
料が燃焼するのではなく加熱されてエアロゾルを形成する物品とすることができる。ある
タイプの加熱式喫煙物品では、タバコ材料は、１つ又はそれよりも多くの電気的加熱要素
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によって加熱されてエアロゾルを生成する。別のタイプの加熱式喫煙物品では、エアロゾ
ルは、例えば、可燃性又は化学的熱源からこの熱源の内部、周囲、又は下流に位置するこ
とができる物理的に離れたタバコ材料へ伝達する熱によって生成される。本発明は、タバ
コ材料から燃焼又は加熱なしでニコチン含有エアロゾルが発生する喫煙物品を更に包含す
る。
【００３５】
　試験手順
　変形及び圧縮強度試験
　試験する喫煙物品は、平坦面と、この平坦面に対向して直径が１０ｍｍである円形板の
間に位置決めされる。喫煙物品の唇側端部に最も近い円形板の縁部は、唇側端部から８ｍ
ｍの距離に位置する。次に、円形板を平坦面に向けて毎秒１００ｍｍの一定速度で移動す
ることによってフィルタを圧縮する。円形板が印加する力は、喫煙物品のうちの円形板と
平坦面の間にある部分に望ましい変形が生じるまで上昇させる。例えば、５０％変形を達
成するために、喫煙物品の圧縮部分は、圧縮前におけるその部分の直径の５０％の直径ま
で圧縮される。同様に、６７％変形を達成するために、喫煙物品は、圧縮部分が圧縮前に
おけるその部分の直径の３３％の直径に減少するまで圧縮される。直径は、平坦面と円形
板の間を延びる方向である圧縮の方向で測定される。所要の圧縮が達成された時に、その
圧縮を生じるのに必要な力をフィルタの圧縮強度として確認する。次に、円形板を後退さ
せて圧縮力を除去する。喫煙物品は、別のいずれかの試験又は測定を行う前に３０秒間放
置して膨張させる。
【００３６】
　喫煙試験
　喫煙物品の喫煙を模擬するために、喫煙物品は、ＩＳＯ条件の下で標準的な喫煙試験（
６０秒毎に毎回３５ｍｌの吸煙が２秒続く）を受けた。ＩＳＯ試験方法では、換気ゾーン
のカバーを完全に開けた状態で喫煙物品を喫煙する。
【００３７】
　カプセル粉砕試験
　本発明によってカプセル粉砕試験を行うために、壊れ易いカプセルを含む喫煙物品を直
径が１５０ｍｍである下側板と直径が２０ｍｍである上側板の間に位置決めした。喫煙物
品のうちの壊れ易いカプセルを収容する部分は、板がカプセルの場所の中心にあるように
２つの板の間に位置決めされる。次に、上側板を下側板に向けて毎秒３０ｍｍの一定速度
で移動することにより、喫煙物品及びカプセルを圧縮する。上側板が印加する力は、カプ
セルが壊れるまで上昇し、その時点で上側板が印加する力の最大値が、カプセルの粉砕強
度として記録される。試験は、圧縮荷重が最大値に達し、その後に上側板が後退して喫煙
物品から圧縮力を除去した時に終了する。喫煙物品は、楕円率測定のような別のいずれか
の試験又は測定を行う前に３０秒間放置されて膨張する。
【００３８】
　ここで、本発明を添付素面を参照して単に一例として以下に更に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明による複数の喫煙物品フィルタロッドを形成する方法を示す図である。
【図２】二重フィルタロッドを示す図である。
【図３】四重フィルタロッドを示す図である。
【図４】本発明による二重フィルタロッドを使用して喫煙物品を形成する例示的な方法を
示す図である。
【図５】図４に示す方法に従って製造された喫煙物品を示す図である。
【図６】フィルタが未包装の図５の喫煙物品の唇側端部を示す図である。
【図７】管状部材を形成するための例示的な方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
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　図１は、本発明により複数の喫煙物品フィルタロッドを形成するための工程を示してい
る。複数の管状部材４０、複数の香味含有フィルタセグメント２０、及び複数のロッド端
部フィルタ部材４２を与えることにより、フィルタ構成要素の実質的に連続するアレイが
形成される。管状部材４０は、連続するロッド端部フィルタ部材４２の各対の間に与えら
れ、香味含有フィルタセグメント２０は、各ロッド端部フィルタ部材４２と各管状部材４
０の間に与えられる。次に、フィルタ構成要素の実質的に連続的するアレイは、包装フィ
ルタアレイを形成するためにプラグラップ４４の連続シート内に包まれる。
【００４１】
　複数のフィルタロッドを形成するために、包装フィルタアレイのロッド端部フィルタ部
材４２のうちの少なくとも一部を通して複数の第１の切り込み４６を入れ、各第１の切り
込み４６は、それぞれのロッド端部フィルタ部材４２の長さに沿って中間位置に位置決め
される。各管状部材４０の弾力性により、フィルタロッド及びフィルタロッドから製造さ
れたフィルタを組み込んだあらゆる喫煙物品の切断工程中及びその後の取扱い中に管状部
材４０に与えられた空洞が圧壊することが防止される利点がある。
【００４２】
　図２に示す二重フィルタロッドを形成するために、包装フィルタアレイは、各ロッド端
部フィルタ部材４２を通して切断され、各端部にロッド端部フィルタセグメント１８を有
するフィルタロッドを提供し、２つの香味含有フィルタセグメント２０が２つのロッド端
部フィルタセグメント１８の間に位置決めされ、管状部材４０が、２つの香味含有フィル
タセグメント２０の間に位置決めされる。二重フィルタロッドは、本質的に、連続プラグ
ラップ４４及び管状部材４０によって接合された２つの喫煙物品フィルタ１４を形成する
。
【００４３】
　これに代えて、図３に示す四重フィルタロッドは、包装フィルタアレイを１つおきのロ
ッド端部フィルタ部材４２を通して切断することによって形成可能であり、本質的に２つ
の接合された二重フィルタロッドを含むフィルタロッドを提供する。
【００４４】
　形成されたフィルタロッドは、２つ又はそれよりも多くの喫煙物品を形成するのに使用
される。例えば、図４に示すように、二重フィルタロッドは、タバコロッド１２をフィル
タロッドの各端部と軸線方向に位置合わせして置くことにより、２つのフィルタシガレッ
ト１０を形成するのに使用することができる。次に、フィルタロッドと、各タバコロッド
１２のうちのフィルタロッドに隣接する部分との周りを先端包装紙５０で包む。次に、先
端包装紙５０、プラグラップ４４、及び管状部材４０は、切断線５２に沿って切断されて
２つのフィルタシガレットを形成する。管状部材４０の弾力性により、切断工程中に各シ
ガレット１０の唇側端部空洞が圧壊又は変形することが防止される。
【００４５】
　図５及び図６に示すように、各フィルタシガレット１０は、軸線方向に位置合わせされ
たフィルタ１４にその一端で取り付けられたタバコカットフィルタの包装ロッド１２を含
む。先端包装紙５０から形成された先端包装紙１６は、フィルタ１４とタバコの包装ロッ
ド１２の一部分とを取り囲み、フィルタシガレット１０の２つの部分を互いに接合する。
【００４６】
　図６に示すように、フィルタ１４は、ロッド端部フィルタセグメント１８と、香味含有
フィルタセグメント２０と、管状部材４０の一部から形成された唇側端部中空管セグメン
ト２２とを含む。セグメント１８、２０、及び２２は、プラグラップ４４の連続シートか
ら形成された結合プラグラップ２３によって囲まれ、この結合プラグラップ２３は、これ
ら３つのセグメントを接続してフィルタ１４を形成する。
【００４７】
　ロッド端部フィルタセグメント１８及び香味含有フィルタセグメント２０は、セルロー
スアセテートトウのような適切なフィルタ材料で形成される。更に、香味含有フィルタセ
グメント２０は、この香味含有フィルタセグメント２０に収容された１つ又はそれよりも
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、１つ又はそれよりも多くの壊れ易いカプセルは、香味含有フィルタセグメント２０を消
費者の指の間で押し潰すことによって望ましい時に消費者によって破られる。
【００４８】
　唇側端部中空管セグメント２２は、香味含有フィルタセグメント２０の下流端とフィル
タ１４の唇側末端縁との間を延びる唇側端部空洞２４をフィルタ１４内に形成する。唇側
端部中空管セグメント２２は、例えば、香味含有フィルタセグメント２０に存在する１つ
又はそれよりも多くの壊れ易いカプセルの破裂中に唇側端部空洞２４の変形に抵抗するの
に十分な機械的強度及び弾力性を与える。
【００４９】
　図７は、切断して複数の管状部材４０を形成することができる連続管３０を形成する例
示的な方法を示している。連続管３０を形成するために、複数の連続紙プライ３２が、円
筒形マンドレル３４の周りに互い違いに重なり合う配置で螺旋状に巻かれる。各プライを
マンドレル３４の周りに巻き付ける前に、接着剤槽３６を使用してプライ３２のうちの１
つ又はそれよりも多くに適切な接着剤を付加することができる。プライ３２は、連続管３
０が、それが更に下流に望ましい長さに切断されるまでマンドレル３４の周りを回転する
ように、ゴム製ベルト３８によって駆動される。
【符号の説明】
【００５０】
２０　香味含有フィルタセグメント
４０　管状部材
４２　ロッド端部フィルタ部材
４４　連続プラグラップ
４６　第１の切り込み

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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